
補助事業における再評価結果について

○ 中止事業

中止の理由事 業 名 地 区 名 事業実都道府

施主体県 名 （路線名）

三重県 国見能見坂 林道事業計画に関す森林整備事業 三重県
く に み の み さ か

線 る地元関係者等との合（林道関係事業）

意形成がされるまで、

開設事業を中止するも（開設：広域）

。のである

太鼓丸線 岸和田市 林道用地について、森林整備事業 大阪府
たいこまる

地権者の承諾が得られ（林道関係事業）

ないため、開設事業を

。（開設：普通） 中止するものである

○ 休止事業

休止の理由事 業 名 地 区 名 事業実都道府

施主体県 名 （路線名）

福井県 安居１号線 市の財政健全化計画森林整備事業 福井市
あ ご

期間中で、緊急性が乏（林道関係事業）

しいため、開設事業を

。（開設：普通） 休止するものである

福井県 鴎 谷線 市の財政健全化計画森林整備事業 福井市
かもめだに

期間中で、緊急性が乏（林道関係事業）

しいため、開設事業を

。（開設：普通） 休止するものである



○ 計画変更事業

計画変更の理由事 業 名 地 区 名 事業実都道府

施主体県 名 （路線名）

甲津畑杠葉 現林道計画は国定公森林整備事業 滋賀県 滋賀県
こうづはたゆずり

尾線 園第１種特別地域内を（林道関係事業）
お

、通過するルートであり

迂回ルートを検討した（開設：広域）

が、地形・地質が悪く

事業費の大幅な増とな

るため、全体計画を見

直し、平成１３年度の

工事をもって事業完了

とし、起点側路線と終

点側路線の２路線に分

。割するものである

沓掛月出線 西新井町 現林道計画のルート森林整備事業 滋賀県
くつかけつきで

途中にほぼ同規格の横

断林道が整備され、そ（水土：普通）

の接続点より終点側の

計画ルートの地形・地

質は当初予想していた

ものより悪く、大幅な

事業費の増が見込まれ

るため、全体計画を見

直し、終点を横断林道

との接続点に変更する

。ものである

※ 開設：開設事業

水土：水土保全森林緊急間伐実施事業

広域：広域基幹林道

普通：普通林道


